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○気象情報の収集確認

○市町村防災対策本部等からの情報収集

○通学路の安全確認

○教育委員会との協議

○臨時職員会議の開催（対応方針決定）

　・教育委員会に報告

　・生徒への連絡（対応、今後の予定、諸注意）

○保護者への連絡（生徒の安否確認、今後の見通し）

○避難所開設の要請に備える

○校舎内外の異常の有無を点検

○応急的補強

○対応状況、負傷者数、施設等被害状況

　の教育委員会への報告

①在校時の対応

災害

台風

在校時

（３）台風の基本的対応手順

下校させる場合学校で保護する場合

状況把握

安全確保

今後の対応
決定

 気象警報発令または、下記のいずれかの場合
 ○ 倉吉市に警戒レベル３以上の避難情報が発令
 ○ 倉吉市を含む地域に警戒レベル３以上の防災
　　気象情報が発令

○居残った生徒の保護者
　への引き渡し

　保護者に連絡を取り、迎え
に来られる者については保護
者に引き渡す。

　安全な方法で下校させる。

　生徒の帰宅を確認。

　保護者に連絡を取り、迎え
に来られない者については、
学校で保護を行う。

　生徒に災害情報や保護者か
らの連絡事項を伝える。

　順次、帰宅可能な生徒を保
護者に引き渡す。

　学校が危険となれば、避難
所へ避難する。
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○対応状況、負傷者数、施設等被害状況

②登下校時の対応 災害

台風

状況把握

　の教育委員会への報告

○保護者への連絡（生徒の安否確認、今後の見通し） ○居残った生徒の保護者
　への引き渡し○避難所開設の要請に備える

○校舎内外の異常の有無を点検

○応急的補強

今後の対応
決定

○臨時職員会議の開催（対応方針決定）

　・教育委員会に報告

　・登校済みの生徒への連絡（対応、今後の予定、諸注意）

　・全校生徒の所在・安否の確認

　　（駅等で立ち往生している生徒がいないか）

　保護者に連絡を取り、迎え
に来られない者については、
学校で保護を行う。

　生徒に災害情報や保護者か
らの連絡事項を伝える。

　順次、帰宅可能な生徒を保
護者に引き渡す。

　学校が危険となれば、避難
所へ避難する。

　保護者に連絡を取り、迎え
に来られる者については保護
者に引き渡す。

　安全な方法で下校させる。

　生徒の帰宅を確認。

学校で保護する場合 下校させる場合

（状況に応じ決定）

登校

安全確保
必要発生

（状況に応じ決定）

（登下校が台風襲来時と重ならないよう、休校
等の判断を下す）

 午前５時時点で下記のいずれかの場合
 ○ 倉吉市に警戒レベル４以上の避難情報が発令
 ○ 倉吉市を含む地域に警戒レベル４以上の防災
　  気象情報が発令

　　臨時休業
 ○ マチコミメール
 ○ GoogleClassroom

 気象警報が発令または、下記のいずれかの場合
 ○ 倉吉市に警戒レベル３程度の避難情報が発令
 ○ 倉吉市を含む地域に警戒レベル３程度の防災
　  気象情報が発令

○ 管理職が電話などで協議
○ 早めに出勤する
○ 気象情報の収集・確認
○ 他校の情報収集

登下校時
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（３）学校内等での事故の対応

○発見時刻、発生時の状況等を正確に確認する。

○他の教職員に助けを求める。

ある

なし

ある

なし

ある

なし

○４回繰り返す

○反応（循環のサイン）がでるまで繰り返す。

○管理職が、養護教諭、担任等の役割分担を迅速に指示する。

○記録者を決め、時系列に沿って記録する。

○管理職の指示により担任が簡潔に連絡

  ・事故の発生　・生徒の状況　・搬送先

○管理職が事故の概要について第一報を入れる。

○管理職が担当し、窓口を一本化

○教育委員会へ提出

学校医へ連絡 ○養護教諭が事故の概要を連絡し、指示を受ける。

人工呼吸を２回

心臓マッサージと人工呼吸

救急車到着

救
急
車
同
乗

保護者へ連絡

○呼吸が不十分であれば人工呼吸を続ける（５秒に１回）

○十分な呼吸、拒否する動きがでるまで続ける

回復の体位にして、観察を続ける

気道の確保

事故発生

○意識の有無、体温、チアノーゼの有無などの状況を迅速に
　把握する。

①授業中などに児童生徒が突然倒れた場合の対応

医療機関

救急車到着

１１９番通報

○事故原因や状況に基づき、再発防止の具体策や
　具体的な改善点を検討する。

不十分

十分

教職員役割分担

教育委員会へ報告

授業中の事故

○必要に応じ、全校生徒や保護者に説明し、学校の対応への
　理解と協力を求める。

事故目撃者への対応
○目撃者のショックをやわらげる個人面接等

再発防止策

対策会議・職員会議
○事故の状況に応じて必要であれば、会議を開催し、
　今後の対応等について打ち合わせる。

○保護者に速やかな説明等、誠意をもって対応

○場合によっては担任が家庭訪問

事故報告書提出

外部への対応

意識の有無 呼吸は十分か

十分な呼吸

反応があるか
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○意識の有無、体温、チアノーゼの有無などの状況を

　迅速に把握する。

○発見時刻、発生時の状況等を正確に確認する。

○他の教職員に助けを求める。

○首を動かさないように気をつける。

ある

なし

ある

なし

ある

なし

○４回繰り返す

○反応（循環のサイン）がでるまで繰り返す。

○管理職が、養護教諭、担任等の役割分担を迅速に指示する。

○記録者を決め、時系列に沿って記録する。

○管理職の指示により担任が簡潔に連絡

  ・事故の発生　・生徒の状況　・搬送先

○管理職が事故の概要について第一報を入れる。

○管理職が担当し、窓口を一本化

○教育委員会へ提出
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○十分な呼吸、拒否する動きがでるまで続ける

不十分

十分

○保護者に速やかな説明等、誠意をもって対応

プール事故

人工呼吸を２回

心臓マッサージと人工呼吸

救急車到着

気道の確保

○場合によっては担任が家庭訪問

 プールから引き上げる

教育委員会へ報告

○呼吸が不十分であれば人工呼吸を続ける（５秒に１回）

○必要に応じ、全校生徒や保護者に説明し、学校の対応への
　理解と協力を求める。

事故目撃者への対応
○目撃者のショックをやわらげる個人面接等

再発防止策

対策会議・職員会議

教職員役割分担

○事故原因や状況に基づき、再発防止の具体策や
　具体的な改善点を検討する。

保護者へ連絡

○養護教諭が事故の概要を連絡し、指示を受ける。

医療機関

救
急
車
同
乗

②水泳の飛び込み時等に事故が発生した場合の対応

○事故の状況に応じて必要であれば、会議を開催し、
　今後の対応等について打ち合わせる。

外部への対応

事故報告書提出

学校医へ連絡

事故発生

回復の体位にして、観察を続ける１１９番通報

意識の有無 呼吸は十分か

十分な呼吸

反応があるか







４　疾病等
（１）食中毒発生時の対応 （初期対応の概要）

○欠席連絡・健康観察などから

 ・生徒の異常・異変に気づく

 ・異常を訴える児童生徒が普段より多い

 ・欠席者や早退者が通常より多いとき

保護者（本人）から聞き取り ・学級全体の生徒の健康観察

 ・症状の内容・発症の日時 ・他の学級、学年の状況把握

 ・医師の診断の有無と所見

なし ・感染症の疑い（次節で対応）

・欠席者等への対応（必要に応じ家庭訪問等）

あり 対応についての協議

 ・現時点までの状況説明

 ・教職員の役割分担

 ・プライバシー保護

・医療機関の確保と把握

・授業の継続か打ち切りか

・臨時休業 ・医療機関への受診 ・臨時健康診断

・学校給食の停止 ・保護者への連絡 ・保健指導

・原因究明に対する協力 ・早退、欠席等の措置 ・保護者への通知

・外部への対応（一本化） ・家庭訪問

・学校医　・学校給食センター（受配校の場合）

・所管の保健所　・教育委員会
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全校集会
（必要に応じ）

・状況説明、保健衛生指導など

（状況や対応内容の説明、検便等各種調査協力依
頼など）

 関係機関への連絡

校内対策会議

必要に応じ保護者説明会の開催

学校運営 生徒・保護者への対応

症状のある者 症状のない者

疾病

食中毒

異常・異変発生

登校している児童生徒

学校医・医療機関の指導助言

症状の把握

欠席者・早退者

食中毒の疑い



（２）感染症発生時の対応 （初期対応の概要）

○欠席連絡・健康観察などから

 ・生徒の異常・異変に気づく

 ・異常を訴える児童生徒が普段より多い

 ・欠席者や早退者が通常より多いとき

保護者（本人）から聞き取り ・学級全体の生徒の健康観察

・症状の内容・発症の日時・喫食状況 ・他の学級、学年の状況把握

・医師の診断の有無と所見

学校医・医療機関の指導助言

マスコミ、地域の関係機関等から情報収集

なし ・食中毒の疑い（前節で対応）

・欠席者等への対応（必要に応じ家庭訪問等）

あり 対応についての協議

 ・現時点までの状況の共通理解

 ・二次感染予防

 ・教職員の役割分担

 ・プライバシー保護と人権尊重

・医療機関の確保と把握

・授業の継続か打ち切りか

・臨時休業 ・医療機関への受診 ・臨時健康診断

・原因究明に対する協力 ・保護者への連絡 ・全員の喫食調査

・外部への対応（一本化） ・早退、出席停止等の措置 ・保健指導

・家庭訪問 ・保護者への通知

・学校医　・所管の保健所　・教育委員会
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学校運営 生徒・保護者への対応

症状のない者症状のある者

登校している生徒

校内対策会議

欠席者・早退者

疾病

感染症

異常・異変発生

健康状況の把握

全校集会
（必要に応じ）

・状況説明、保健衛生指導など

必要に応じ保護者説明会の開催

（状況や対応内容の説明、健康調査等への
協力要請など

 関係機関への連絡

感染症の疑い



（３）薬品事故発生時の対応

ア　基本的な処置

イ　救急体制・連絡網

ウ　初期対応の概要

○救助協力者を求める

○周囲の状況の観察（空き箱等の証拠物、吐物）

○二次災害の予防

ある ○応急処置をする

 ・多量の水や牛乳を飲ませて吐かせる

なし  ・吐かせてはいけない場合の確認

○保温

ある ○吐いた物が気管に入らないような体位にする

○保温

なし

○医師・救急車へ連絡（１１９番通報）

  ・症状及び行った処置を連絡し、今後の対応を聞く

○校内への連絡

○保護者への連絡

○医療機関への付添・看護

○教育委員会への連絡・報告

○学校薬剤師への連絡

○保護者への連絡・対応

○外部への対応（窓口一本化）
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教職員の役割分担

搬送      （救急車かタクシーを原則とし、複数の教職員が付き添う）

医　　療　　機　　関

①　飲む　　－薄めて吐かせる。救急処置をしつつ医師の指示を受ける。

②　吸入　　－新鮮な空気中に連れ出す。気道確保。人工呼吸。

③　皮膚付着－大量の流水で洗い流す。

④　目に入る－大量の流水で洗い流す。専門医に受診する。

事故発見

人工呼吸

薬品

事故

気道の確保

①事故が発生した場合

学校内の救急体制、医療機関等の電話番号、事故発生処理票及び受診票などを整備して
おく必要がある。

意識の有無

呼吸の確認

反応があるか



〔２〕緊急対応のフロー図

○理科室の管理責任者が確認

  ・全教職員に使用の有無を確認

  ・薬品台帳等により確認

○管理職に報告　全教職員に連絡

○警察に届出（現場の保存）

○水道水等の飲用禁止の指示・徹底

○生徒の体調調査
  ・異常がある場合－養護教諭個別指導・手当

↓

学校医（専門医）受診

○生徒へ説明・所持確認

○全職員による校内点検

○警察の捜査協力

○教育委員会

○必要により、保健所・消防署
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②盗難及び紛失への対応
〔１〕対応のポイント

薬品

盗難等

①外部からの侵入者による盗難である可能性とともに、紛失した薬品が
　水道水等に混入されるおそれがあるため、速やかな対応が必要である。

②生命に関わるような事件になりかねないことから、
　薬品の早期発見が大切である。

③薬品の紛失が学校の管理下で発生した場合、学校の責任が大きく問われることに
　なるため、日常の安全指導及び安全管理が大切である。

関係機関への報告

紛失確認

紛失報告

生徒の安全確保

紛失物捜索

意識の有無

呼吸の確認

反応があるか



（２） 避難所の運営組織

救援物資の受け取り・保管・管理・配分

飲料水の確保配給

炊事、食事の配給（全員の当番制）

避難所の清掃、トイレ、ゴミ処理（全員の当番制）

防疫については保健所等と連絡。消毒の実施。

初期消火、出火防止の広報、火災の警戒にあたる。被災地区点

検、危険個所の指示・広報。防犯（警察との協力）

負傷者の救護処置にあたる。重傷者の搬送。

第２次避難（校外）に備える。避難地、避難路の安全確認。
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救　護　係

避難誘導係

物資管理係

給　水　係

炊　事　係

避難所総括責任者を中心に、各種状況を判断し対策を決定するととも
に、必要な指示・命令を出す。なお、指示・命令系統は一本化してお
く。避難所運営会議の設置。ボランティアへの対応。

情報広報係 被害状況その他異常事態を把握し、本部へ連絡するとともに、本部の
指示命令を各係責任者に連絡する。災害情報、安否情報、被災情報、
生活情報等の収集・伝達、デマの防止。関係機関への連絡。避難者名
簿の作成・管理。避難所広報誌・広報板等の作成。

運営本部

清掃防疫係

警備防火係

意識の有無

呼吸の確認反応があるか



（３）避難所設営に係る教職員の対応と運営の在り方

本部の中に避難所支援班を設置し構成人数を決定。地元
の自主防災組織や市町村災害対策担当部局の職員との協
力体制を確立。学校医・地域の医師会との連携。ボラン
ティア受入準備。

開放できる区域、立入禁止区域の明示。緊急車両やヘリ
コプター発着のスペース確保。高齢者や障害者などへの
優先的配慮。優先区域順に開放

担当者による誘導。避難所使用のマナーと一般的注意の
徹底。

食料・医療物資などを市町村対策本部へ要請。食事・救
援物資の配給経路の把握。高齢者・障害者等や非常持出
品のない家庭への配慮。配給時におけるトラブル回避。

救援物資の調達配給

衛生環境の整備

避難所運営組織づくり支援

ボランティアの受入

炊き出しへの協力

可及的すみやかに名簿を作成。原則として入所時に本部
で記入。

トイレ・ゴミ集積所の管理。食中毒や伝染病など衛生面
への配慮。

運営本部長・副本部長の依頼。班編成、班長会議につい
ての助言。生活上の基本ルールについての助言。

活動拠点の設置。支援班との連携。専門ボランティアに
コーディネーターを依頼。

要請に基づき使用可能な調理室、給食室などの提供。献
立への助言。

①教職員の対応

避難者の名簿づくり

情報連絡活動

自主防災組織への移行

災害の発生

連絡用看板の設置。避難者用緊急電話の早急な設置依
頼。メディアを活用した情報収集。

施設開放区域の明示

学校災害対策本部設置

（避難所支援班の結成）

避難者誘導
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 避難所の設置・運営についての責任を有する立場

   ・管理責任者となる行政職員の学校への派遣

   ・医師等の学校への派遣

組織化    ・救援物資の配給・生活環境改善

 派遣調整    ・災害救援ボランティアの派遣

 ・パイプ役

・初動活動

 ・人的支援

・避難所運営

負担軽減と
学校機能回
復

避難所運営に係る学校からの要望の連絡
調整

連絡調整・協議

 避難所運営が円滑になされ、かつ学校機能
が回復されるよう、担当部局との調整役と
なり、学校を支援する立場

教育委員会

②運営の在り方

ボランティア

避難所
運営の
協力

要請

運営上の種々の要
請と連絡調整

市町村（災害対策担当部局）

 第一の役割は、生徒の安全確保、
応急教育の実施。避難所設置・運
営について協力・援助すべき立場

学　　　校

開放施設の決定と避難者の受け
入れ、誘導。災害対策本部など
との連絡、情報確認

県教育委員会の援助・調整により県内外
の教職員を派遣。自主防災組織・ボラン
ティアと学校が有効に連携できるよう調
整

意識の有無呼吸の確認反応があるか

避
難
所
指
定
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別表２

防　災　組　織

（１） 平常時組織

本　部

防災設備・器具の管理

電源設備の管理

各室管理（別表）

（２） 非常時組織

隊　長 学校長

副隊長 副校長

搬出班・予備班統括 教　頭

通　報・連絡班統括 事務長

避難誘導班統括 教務部主任

消　火・水利班統括 生徒指導主事

保健体育主事

防災担当

担当班 統　括 班　員 担　任

通報連絡班 事務長 事務次長・事務主事

避難誘導班 教務部主任 各室長→クラス担任（教科担任）→学年主任

救護班 保健体育主事 生徒会部員・窪田 窪田

消火班 進路部員・今﨑 今﨑

水利班 総務部員・学校技能主事・有山 有山

予備班 全日制教頭 教務部員

搬出班 全日制教頭

事務部（森本・山岡・竹内・西本）・堀尾 5 ３の５ 堀尾

生徒会部（小林秀・牧田・山本・福井）・永田・久文 5 ２の１ 久文

理科（岡本・岩間・浪花）・松尾 4 １の４ 松尾

教務部員（寺谷・井平・上垣）・髙濵成・小松・

フィリップ
6 １の２ 小松

進路部員（桑田・吉田・河原）・甲斐・横河 5 ３の２ 横河

定時制職員（井谷・大田・河井・小林浩・高井

・谷本・坂口海・古都）・米原
9 １の３ 米原

地歴公民科（宮本）・人権主任（山田真）・地学担当（楳

田）
3 ３の１ 宮本

美術担当（山田和）・髙橋・山田昴 3 １の１ 山田和

情報担当者（橋本）・宋・堀江 3 ２の４ 堀江

保健体育担当（遠藤幸・田村・秋田）・牧野 4 ２の２ 牧野

家庭科担当（礒江・古都）・桑名 3 ２の３ 桑名

音楽担当（石黒）・英語科（遠藤裕）・清水 3 ２の５ 石黒

岩野・濱路・中村沙・中村啓・岩本・麻田 6

１の５

３の１

３の３

窪田

宮本

有山

学校長・副校長・教頭・事務長・保健体育主事・防災担当

事務次長

事務次長

教　頭

本　部

担　任
担当各室

-

-

１の５

生徒指導主事
３の４

３の３

-

救護班統括

班　員 人数 クラス

担当クラス

校長室・事務室・応接室・倉庫

保健室・相談室・面談室

生物教室・物理教室・化学教室

教務室

進路指導室

音楽教室・ＬＬ教室・創作交流ホール

図書館

定時制教務室・定時制研修室･相談室

社会科教室・地学教室・人権教育室

美術教室・書道教室

情報処理室・放送室

体育管理室・第一体育館・第二体育館

食物教室・被服教室

 ２８


